
 

 

 

 

令和７年 第９回教育委員会会議録 

令和７年９月２５日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲州市教育委員会 

 

 

 



第９回教育委員会 会議録 

 

 日 時  令和７年９月２５日（木）（午後１時３０分から） 

 場 所  甲州市役所１階 市民ギャラリー 

 

一 出席した委員は次のとおりである。 

  教  育  長   小 林 俊 彦     職 務 代 理   加 藤 幸 夫 

委     員   依 田 智 子     委     員   反 田 千 佳 

委     員   廣 瀬 文 武 

 

一 欠席した委員は次のとおりである。 

（なし） 

 

一 出席した者は次のとおりである。 

  教育総務課長   清 水   修     教育総務課Ｌ   丸 田 美津恵 

  教育総務課Ｌ   小 林 絵 美     生涯学習課長   小 林 好 彦 

  生涯学習課Ｌ   八 巻 一 也     指 導 主 事   堀 井 ますみ 

 教育総務課Ｌ   内 藤 智 子     事 務 担 当   加賀爪 あ み 

 

一 欠席した者は次のとおりである。 

 指 導 主 事   金 森   淳 

 

 

一 会議に付された案件は次のとおりである。 

日程第１ 教育長諸般の報告について 

日程第２ 議案第１４号 県費負担職員の処分について【非公開・非公表】 

日程第３ 議案第１５号 甲州市立学校処務規程の一部を改正する訓令制定について 

  



教育長     本日の出席委員は５名で定数に達しております。 

ただいまから第９回定例教育委員会を開会いたします。本日の会議録署名委員に加藤委員を

指名いたします。 

本日の会議の公開についてお諮りいたします。 

日程第２ 議案第１４号につきましては、人事に関する事件であるため、非公開としたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

 

「はい」の声 

 

それでは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定により、議案第

１４号は非公開とします。併せて会議録につきましても、甲州市教育委員会会議規則第１７

条但し書きの規定に基づき、非公開としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

「はい」の声 

 

教育長     では、本日の日程第２ 議案第１４号は、非公開・非公表といたします。 

 それでは、議事日程に基づき、会議を進めます。 

 

［日程第１］ 

教育長     日程第１ 教育長諸般の報告を行います。 

それでは、お手元にお配りしてあります、諸般の報告をご覧ください。 

本件についてご質問、ご意見等ございませんか。 

 

             「なし」の声 

         

以上で、教育長諸般の報告は終了いたします。 

［日程第２］ 

教育長     日程第２に移ります。 

        これより、非公開といたします。 

 

【 非公開 】 

  

教育長     ここで非公開を解きます。 

［日程第３］ 

 教育長     続いて、日程第３ 議案第１５号 甲州市立学校処務規程の一部を改正する訓令制定につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

 教育総務課長  では、議案第１５号 甲州市立学校処務規程の一部を改正する訓令制定について、説明をさ

せていただきます。 

         議案の一番後ろに、今回の訓令の概要ということで、一枚付けさせていただいております。

そちらに基づきまして、説明をさせていただきます。 

         まず今回の趣旨でございますが、「山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例」が改正され

ました。その中で、学校職員の休憩時間の柔軟化が図られたという中身でございます。その



休憩時間に係りましては、校長先生の専決事項ということで県の規程に定められております

ので、同様に本市の規程の中でもそのように改正を行っていくというものでございます。 

         まず、規程の第６条 校長の専決事項の第１号の中に、有給休暇の付与及び休憩時間の設定

に関して、専決ができる旨を定めさせていただいてございます。また併せまして、その「校

長の専決」の中に、県の規程の中におきましては、第３号の中において、職務命令の復命の

受理に関すること、及び第４号に関しまして、勤務時間外の代休時間の指定に関すること、

第５号として「その他前各号に準ずる事項に関すること。」ということで、規定が設けられ

ておりますので、この規定に合わせまして、本市の処務規程に関しましても、改正をさせて

いただければというふうに考えております。 

         先ほど申し上げました休憩時間の専決に関しましては、県の条例に合わせまして本年１０月

１日から施行、その他の規定に関しましては、既に県の方の規程は整備済みでございますの

で、公布の日から施行をさせていただければというふうに考えております。 

         説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

 教育長     それではまず、ご質問等ございましたらお願いします。 

 

             「なし」の声 

         

教育長     よろしいでしょうか。 

        それでは、お諮りをいたします。議案第１５号 甲州市立学校処務規程の一部を改正する訓

令制定については、提案のとおり制定するものとしてよろしいでしょうか。 

 

「はい」の声 

 

教育長     ありがとうございます。 

        ご承認をいただきましたので、議案第１５号につきましては提案のとおり制定するものとい

たします。 

 

教育長     本日予定していた議事は終了いたしました。ご協力ありがとうございました。 

次回 第１０回定例教育委員会は、１０月１５日午前９時３０分から、市役所１階 市民ギャ

ラリーでの開催となります。 

 

               「はい」の声 

 

これをもちまして令和７年第９回定例教育委員会を閉会といたします。ありがとうございま

した。 

 


